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務活動費の

使い途はなんでもあ刃

２０１５年３月　町田市監査委員（４人のうち２人は市議会議員

査報告から４年が経とうとしています。監査結果は、会計帳簿が無い！２会派｛あ

るが他の１１会派は無い。しかも公開できない！　　　　　　　　　　でぷ¥一

諾

２０１５年ＩＯ月　「会計帳簿はあるけれど、見せられない」

根」の公開請求に対しての当時の議長の回答。

２０１７年４月　情報公開の審査請求を審査会に提出したＪ

が終わるまで、

１８年３月に、

　　/戸戸2回宍7?゛“

何のために各会派に

理由で引き延ばし！

示されました。

　　　　　(開示請求

帳簿は開示されても　ー
　　そもそも､’何のために各会派に約29遷座万円の税金が投入されているか判らない’｀゛゛

　　%j?゛゛゛ち71J目ﾆぢ凋聯岬゛゛詣゛ﾆ）”ま゛゜ﾝﾊﾞﾄﾞ

　　政務活動費は会派の調査研究や広報やそのための経費､事務費などに使われるもの1「が

　　とされているが､議員個人の活動に使われているものが大半であることが判明しま

　､｡｡、した。特に２ｏ瀬加熱虞は選挙告示日前に大量の印刷物（個人の政治活動）に使わ

⑩万いたりセ爽|市卵丿團人の後援会活動などに多額の政務活動費が使われていま

　　個人のための費用であれば､議員個人の収入支出であり、収入を申告しなければ説

　　税になる。会派の収入という建前があるから、間違っても自分の収入として税務署

潮ﾗは

ぞっと

加
法
万

に申告はできない。　　　　　　　　　　　　　　　、:zaltsh

　にれでも会計帳簿７）　　　　　　　　⑩

会計帳簿と領収証は付け合わせできない！支出の相手先や場所が帳簿上に記載さ

れていないから、領収証等との付け合わせは不可能。備品管理台帳との付き合わせ

できる記載も無い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誦経

　（情報公開審査会の答申を拒否しても隠したい！）　　　　　　　　　　　　　聯ﾐ

開示されている領収証等そのものが、証憑能力がない。振り込みシートヘの使途の

手書きであったり、納品書や請求書（債権発生年月日不明）レシードが欠落してい

て、裏付けができない＝証憑能力が無い。　　　　　　　　　　　　づ::ﾀ

２０１８年３月「本人確認を必要としない会員カードの番号は開示すべし」との情

してまで、誰が使ったかを隠すのは何故か。まさか、他

卜の横流し」ではないかとの疑いがますます強くなりま
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２０１７年１月の　草の根からの「会派会計帳簿の開示請求」について、議長から２月１日に「公文書不存在

決定通知書」（各会派は帳簿を付けている、存在するけれど、規則には議長に提出することにはなってないの

で、不存在と決定した！）

また、議員が、調査活動、ガソリン代等に使用しているカード類も番号が墨塗りされている部分の開示もされ

なかった。

そこで、2017年４月17日に反論書を提出した。以下は、その反論書の抜粋です。

　　　　　　　反論書（抜粋）

　町田市議会議長吉田つとむ名３月22日付「弁明書」に言う、公文書不存在決定処分の、処分の理由につ

いての反論

１　イ「対象公文書が存在しないこと」についての理由は、（反論）

　「理由」では、条例施行規則に「収支報告書と領収書等以外の提出の規定がないこと」から、議長に提出さ

　れていない、したがって、対象公文書を保有していない、不存在である、としています。

　しかし、この施行規則は、議会自身が定めているものであり、これを根拠に議会以外の市民や国民等にその

　行為を正当化することは、今回のように議会自身に関わる条例や規則について疑問がなされていることにつ

　いては、客観的、合理的説明として成立しないことは明らかです。

２　ウ　実施機関に会派がきまれないことについては、（反論）

　政務活動費の使途とその目的等の開示が争点となった、「最高裁判所平成20年（行ヒ）第386号同21年12

月17日第一小法廷判決」では、会派について、「議会ないしこれを構成する議員又は会派（以下、併せて「議員

等」という｡）」と定義づけて、明確に、会派と議会は同一の構成員であるとしています。

　最高裁の定義はごく常識的なものと思われますが、町田市議会議長の定義はこれと正反対の定義であり、情

報開示の意義すなわち、支出の公正性や透明性の確保の点からも受け入れがたい定義です。

３　会計帳簿の意味するところ

　町田市議会政務活動費の交付に関する条例では、収支報告書、領収書等に関して、次のように規定されてい

ます。

　（会劃一帳簿の保存）第11条では、

　政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費の収入及び支出に関する帳簿を備え、当該帳簿を

　当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して５年を経過する日まで保存しなければなら

　ない。

　（１）「備える」ことの意義については、請求者の主張に対する議長の弁明はありません。施行規則では、政

務活動費の会計帳簿を備え（帳簿に記録するという意味と思われます）これを保存することとなっていますが、

仮に、議長に提出することは想定されず、さらに、議長の弁明書の通り、議長を含む何人にもこれを開示しな

い、とすれば、帳簿をつけていてもこれを確認できず、当然、公正な支出であるか否かは、誰も確認ができま

せん。それを５年間保存しても、５年の間に誰もこれを精査する機会を得られないことになり、第11条は実

際上、無意味な規定と言わざるを得ません。

　（２）会劃喇覧簿とはどのようなものを言うのか、について

　　会計帳簿の意味およびその情報公開については、「最高裁判所平成26年（行フ）第３号同年10月29日第

　二小法廷判決」によれば、

　　『・‥会言刊吸簿は、領収書その他の証拠書類等を原始的な資料とし、これらの資料から、明らかとなる情

報が一覧し得る状態で整理されたものであるといえるから、上記領収書その他の証拠書類等と同様に、平成21

年条例改正後の本件条例下では、議長において本件条例に基づ<調査を行う際に必要に応じて直接確認するこ

とが予定されているものと解すべきである。

　そうすると、上記の領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿である本件各文書は、外部の者に開示すること
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　この判決文の意味するところは、収支報告書とそれを作成するための、会計帳簿と領収書その他の証拠書類

等は、一体をなすものであり、全体として初めて収支の公正性、透明性を説明できるものとしている点です。

ちなみに、「最高裁判所平成20年（行ヒ）第386号同21年12月17日第一小法廷判決（品川区議会の案件）

の判決文中に示されているとおり、品川区議会では、現に、公開対象となっている「支出明細書」には、支出

の一件ずつの、支出年月日、支出の相手方およびその業種、金額、領収書の宛先等を記載することとなってい

ます。

　（４）領収書の「公開」の意義について

　領収書の公開は､会劃一帳簿ないしは支出明細書との番号等によるリンクがなければ、「情報が一覧し得る状態

で整理されたもの」（会劃一帳簿の意義）とはならず、領収書の公開は、それだけでは、公正、正当なる支出をな

んら理由付けできません。

同じ、２０１７年４月１７日の「議員個人の使用するカード類についての非開示」への反論書です。

　　　　　　　　反論書（抜粋）

１　議員の政務活動費の支出に、議員個人の「カード」で、政務活動費を使うこと自体が、公私混同です。公私

　混同でないことを証明するには、政務活動費専用のカードを使用することか、カードの番号を公開すること

　です。隠すこと自体が、不正な支出を推定されてもおかしくありません。

２　カード番号の公開基準があると知り、調べました。

　国際カードブランド５社（American Express、Discover、JCB、MasterCard、VISA）が共同で設立した協議会で

　あるPCI国際協議会が作ったPCIDSS（Payment Card lndustry Data Security Standard）で、クレジット力

　－ドナンバーの公開基準ｶ淀められています。

　http://www.jcdsc.org/pciJss.php

　　これによれば、会員カードのみならずクレジットカードでも、上６桁、下４桁は公開しても安全性に問題

　ないとしています。カード使用はナンバーだけでなく、有効期限、裏面のセキュリティーコードも含めて初

　めて利用できるようになっているところが多く、下４桁（上６桁含む）では不正のしようがないというのが

　協会の見解です。　　ということで、「クレジットカード」の上６桁、下４桁の公開は問題ないということ

　です。今回非開示情報とされた、「ポイントカード番号」は言うまでもなく、もっとセキュリティ要件の低

　い「会員カード」も同様です。

3　2017年３月22日付の町田市議会議長吉田つとむ名での弁明書では。

　「会員カードの番号が公開されると、第三者が各会員にログインすることが可能となる恐れがあり、購入履

　歴やポイント利用履歴等の漏えいにつながる恐れがある。」と述べていますが、上記２の記述のとおりその

　恐れはありません。万が一、仮に、漏洩しても、公金に関する情報であり、公正に使われているのであれば、

　領収書と同じくなんら問題はありません。

　また、上記議長名での弁明書の以下の記述

　「‥・このため、会員カードの番号は議員の個人生活に関する情報であり、‥・」の部分は、議員が個人

　生活すなわち私的に利用している会員カードを使って政務活動費の支出をしていることを前提とした弁明

　です。上記１で述べたようこの弁明書自体が「公私混同」をしていること、政務活動費の私的流用、不正支

　出を疑うに足る弁明です。

４　三鷹市議会では、三鷹市議会政務活動費に関する取扱い要項

　(支出の原則)第２条の２項において、

　(8)電話代､ガソリン代､プリペイドカード等使途を容易に判別し難い経費とあり、政務活動費の経費として、

　支出してはならない事になっています。

　政務活動費は公金であり、使途についての説明責任があることを、議会が真摯に受け止めている先進事例で

　す。
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政務活動費の調査活動費（2o12年、2o13年、2o14年）の

ガソリンスタンドのレシートによると‥・

カード３枚、ｎａｎａｃｏカード１枚　携帯クレジットカード

番号のＴカード１枚‥・５種９枚カードを使いまし

廳喘JまH.ARAKAWAの文字が。貼付の証拠は残ります。

ＤＣカード１枚、

恚、貼付のレシートは日付順になってい

派は２組、５分以内２組、３０分以内２

順年５月15日の領収書等貼付用紙に議員

スが見られます。

一 一 一 一

懸轡往復のために貸切パスを利用している。　つひかo

7ヽ･
　胆゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や,Λ/1;

ﾚ

人1,440円，往復2,880円。自由民主党　

半

高速バスにすれば往復費用は合計31,680円で　　　，

ぢ≫千ﾙｹ

。
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燃料費　し　ｙ　　　　　
言　　　　

ﾂﾞyy yj

シーﾄが複数存在。ガソリンを入れる間隔が短い？

　深夜に５分ごとにガソリンを入れるって？ｊ　　　，

Ｋ議員4/21(1o:lo)22.39L3,0oo円4/21(15:馥朧朧朧,751円5/i28(13:47)19.44 L 2, 760

円5池8(23 : o7)3o.o8 L4, 0oo円5/28(23:12)蜀圖圖|豚13円6/3(8:54)23.95L3,4oo円ら

6/3(9:33)12.39LI,623円6/27(12:13)15.31Lごご;゜゜^函6/27(16:51)25.00L3,600円丿八6/3(9:33)12.39LI,623円6/27(12:13)15.31L2,097円6/27(16:51)25.00L3,600

8/3(18 : 15)21.02 L2, 900円8/3(19:15)2L 58L3,000円8/3(19:21)22.31L2,856円

9/8(II:09)20.17L2,420円…この日の，この時間は，本会議開催時間中です。

ず
4/23(20ﾝ00L)2,740円5/1(S.66L)3,378円5/2(14.60L)2,000円6/14(20.87L)2,880

6/16(28.47L)4,100円9/29(30.30L)4,100円9/30(20.61L)2,700円2016 ・1/12(26.7

L)3,100円1/13(19.42L)2,000円1/28(20.00L)2,240円1/29(18.37L)1,800円　ﾌﾂ

◆まちだ市民クラブ2014年度調査活動費燃料費
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Ｉ議員7/19(12: 18)16.28L2,573円　7/19(12:18)11.21LI,748円《草の根》どうして領収

書が２枚なの？　Ｌ議員2015 ・ 1 /10(17:04)18.18L2,327円　1/10(17:25)23.26L3,000

円《草の根》21分経過して戻ってきて入れた？2014･9/21(31.52L)4,886円9/23(24.34

L)3,870円　　舗議員5/28(10:13)12.99L2,000円　5/28(16:04)41.13L6,046円

5/28(16:17)19.48L3,000円　5/27(23.92L)3,946円《草の根》二日の間に４回にわたっ

て約100リットル！２日で1，000 k m以上走った？　2015･1/9(22.48L)2,922円

　1/11(23.00L)3,059円　1/27(24.51L)3,308円　1/28(23.41L)2,903円

？1｀1:;
1
1町田市政を考える会・草の根のホームページをご覧下さい！　凄

http://www.achida-kusanone.cｓ.呼
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